
医療 DX 推進体制整備に関する掲示事項 

訪問看護ステーション アスエイド 埼玉県川越市旭町 3-20-12 管理者：石澤明日香 

当ステーションは、訪問看護医療 DX 情報活用加算の施設基準に基づき、以下のとおり医療 DX 推進の

ための体制を整備しています。 

■ １．オンライン資格確認体制 

・オンライン資格確認システムを導入・運用しています 

・取得した診療情報等を訪問看護の実施および計画的な管理に活用します 

・診療情報等の確認・活用は利用者の同意を得て実施します 

■ ２．情報の取得・活用 

以下の情報を ICT を活用して取得し、訪問看護計画書の作成および訪問看護の実施に反映していま

す。 

・他の医療機関・薬局等からの診療情報・服薬情報 

・医師・管理栄養士・介護支援専門員等の関係職種が記録した利用者情報 

■ ３．マイナンバーカードの健康保険証利用 

当ステーションはマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しています。マイナ保険証のご利用を

推奨していますが、従来の保険証でも引き続きご利用いただけます。 

■ ４．情報セキュリティ管理 

・アクセス権限の設定による不正アクセスの防止 

・データの暗号化・バックアップの実施 

・スタッフへの情報セキュリティ研修の実施 

取得した診療情報等は個人情報保護法および当ステーションの個人情報保護方針に従い適切に管理・

保護します。 

■ ５．担当責任者・加算の算定 

・医療 DX 推進担当責任者：石澤明日香（管理者） 

当ステーションは「訪問看護医療 DX 情報活用加算」の施設基準を満たし届出を行っています。利用者

の診療情報等を ICT で取得・活用し、訪問看護の計画的な管理を行った場合に月１回算定します。 


